平成２３年度(2011年度)第２回
箕面市立図書館協議会会議録
箕 面 市 立 図 書 館
１　日　　時　　平成２３年（２０１１年）８月１８日（水）
　　　　　　　　開会　午後２時３０分
　　　　　　　　閉会　午後６時
２　場　　所　　箕面市立中央図書館　視聴覚室
３　出席委員　　松井　純子　　　会　長
　　　　　　　　八木　浩子　　　副会長
　　　　　　　　大森　佐記子　　委　員



　日根　真理　　　　〃



　土居　陽子　　　　〃
　　　　　　　　今村　正一　　　　〃



　忽那　正　　　　　〃
　　　　　　　　加茂　華菜子　　　〃
　　　　　　　　冨原　美恵子　　　〃
４　欠席委員　　齋藤　史恵　　　委　員
５　傍聴者の有無　有り・２３名
６　出席職員　　稲野　公一　　生涯学習部長
小西　敏広　　生涯学習部副部長

谷口　あや子　生涯学習部次長

一階　世志明　生涯学習部知の地域づくり担当専任参事


　江口　寛　　　中央図書館長兼桜ヶ丘図書館長
　　　　　　　　岡野　真須実　中央図書館課長補佐兼人文図書コーナー担当
　　　　　　　　大迫　美恵子　西南図書館長
　　　　　　　　出村　和則　　中央図書館担当主査

　　　　　　　　梶　　敏浩　　生涯学習部知の地域づくり担当担当主査


　坂上　未希　　中央図書館主査
　　　　　
（１）議事日程
日程　第１　　　部長挨拶
　　　　　　　　
日程　第２　　　平成２３年度箕面市立図書館協議会委員及び事務局職員について
日程　第３　　　会長、副会長の互選について

日程　第４　　　平成２２年度第５回箕面市立図書館協議会会議録（案）及び
　　　　　　　　平成２３年度第１回箕面市立図書館協議会会議録（案）について

日程　第５　　　平成２３年度当初予算について

日程　第６　　　箕面市知の拠点づくりアクションプラン（案）について

日程　第７　　　証明書発行業務について

日程　第８　　　その他
（２）会議録
事務局　：　日程第１「部長挨拶」から始めます。生涯学習部長に挨拶いただ

　　　　　きます。

（部長挨拶）
事務局　：　日程第２「平成２３年度箕面市立図書館協議会委員及び事務局職員について」自己紹介とします。
　　　（委員及び職員の自己紹介）
事務局　：　日程第３「会長、副会長の互選について」どなたか推薦、立候補は、ありますか。

委　員　：　会長に松井委員、副会長に八木委員を推薦いたします。

　　

　　　（各委員　「異議なし」）
事務局　：　異議なしとのことですので、会長には松井委員、副会長には八木委員と決定します。 
　　　　　　それでは、今後の議事進行を松井会長にお願いします。
会　長　：　日程第４「平成２２年度第５回箕面市立図書館協議会会議録（案）及び平成２３年度第１回箕面市立図書館協議会会議録（案）について」ご意見をお願いします。

委　員　：　議事録が作成されるのが遅いです。もう少し、早くなりませんか。
事務局　：　平成２２年度第５回と平成２３年度第１回の協議会との期間が短かかったため、各委員のご意見による平成２２年度第５回の修正が平成２３年度第１回に間に合いませんでした。そのため、今回２回分を承認していただくということになりました。委員のみなさまには、ご了承いただきますようお願いします。
委　員　：　通常の協議会は、年度に何回開催されるのですか。事務的に次回の協議会に間に合わなかったということですか。
事務局　：　本来は４回ですが、必要に応じて開催させていただくこともあり、去年度は５回開催いたしました。本年度においても第１回を４月に開催させていただいたこともあって事務的に間に合いませんでした。
事務局　：　会議録は、通常まとまり次第、各委員にお送りして必要な修正を行い、次回の協議会で承認していただくということになっております。しかし、作成に時間がかかる上に協議会の開催期間があくことによって、より遅れるということになります。この会議録は、各図書館や市役所の行政資料コーナーでの閲覧も可能です。市民の方々により早くご提供するという意味においても、会議録を簡略化することと、会議録作成後、各委員による修正を加えたものをまとめたものを正規の会議録とし、次回の協議会での承認手続きはしない、ということを提案したいと思います。
会　長　：　この提案についてのご意見をお願いします。
委　員　：　会議録は、きちんと記録されているものに値打ちがあるのです。簡略化すると誰がどのような立場で発言しているのか分からないので、簡略化するのは反対です。手続きに関しては、各委員による修正を経て再度お送りいただき、各委員からの同意を得たものを公開するということなら賛成します。
委　員　：　確認させていただきますが、これまでは会議録と言っても発言録だったということですね。それなら、これは、協議会の伝統だと思いますので、このままで良いと思います。ただ、承認については、各委員と事務局との個人的なやりとりで終わらせるのではなく、協議会の場で承認するべきだと思います。組織決定、機関決定という手続きを取るべきです。事務局も次の協議会には前回の会議録の承認ができるように努めてください。
会　長　：　他にご意見がないようでしたら、会議録は簡略化しないで従来通りとし、次回協議会で承認するということでお願いします。
　　　　　　本日、第４の議案については「異議なし」ということで、前回と前々回の会議録（案）を承認とさせていただきます。
それでは、日程第５「平成２３年度当初予算について」の説明をお願いします。
事務局　：　　（資料：別紙５に基づき説明） 
会　長　：　意見・質問がありましたらお願いします。 
委　員　：　ＩＣタグの費用はどうなっているのですか。
事務局　：　ただ今ご説明した予算は、図書館における予算ということですので、ＩＣタグにかかる費用は、ＩＣタグ関連事業や小野原西地区図書館にかかる費用を含めて、知の地域づくり担当における業務のため、入っておりません。
事務局　：　ＩＣタグ貼付に関わる予算は、平成２２年度予算において補正予

　算として計上し、明許繰越の手続きを経て、平成２３年度に執行し

ています。他のＩＣタグ関連事業に関しては、平成２３年度にも補

正予算をあげて執行し、その他につきましては、平成２４年度当初

予算となります。
委　員　：　ＩＣタグを貼付してからシステム開発をするということですか。

　　　　　普通は、逆ではないですか。国費決定を待たなければ予算決定ができなかったということですか。 

　　
事務局　：　光をそそぐ交付金は２月から３月にかけて決定されました。
この交付金を全てＩＣタグ貼付にあてる予定です。
委　員　：　明許繰越で平成２２年度から平成２３年度に送ったのは何の経費ですか。 
事務局　：　ＩＣタグ購入と貼付費用です。
委　員　：　それでは、貼付したＩＣタグは、ただの白ラベルであり、今後システム開発して読み取り等について可能にしていくということですか。常識で考えるなら、それらはセットで考えられるものなのではないですか。なぜ、そうならなかったのですか。ＩＣタグ貼付よりもシステム開発が先に行われるべきだったのではないですか。
事務局　：　ＩＣタグ貼付に時間がかかることから、ＩＣタグ貼付を先行させ

ました。光をそそぐ交付金申請時には、ＩＣタグ導入に関する経費

の全て１億３千万円を要求いたしましたが、ＩＣタグ貼付分７，２

６０万円しか認められなかったためです。システム開発の経費は、

平成２３年度補正予算となります。

委　員　：　平成２２年度でＩＣタグ導入関連の予算について計上し、国費申請をしたが、国費採択されたのが全金額ではなかった。採択された分については、ＩＣタグ貼付費用とし、残りは平成２３年度補正予算とするということですか。
事務局　：　そうです。

委　員　：　それなら平成２３年度当初予算でついたのではないですか。
委　員　：　交付金決定が平成２３年２月頃ということなので、平成２３年度当初予算には間に合わなかったのではないでしょうか。
委　員　：　協議会には、申請に関しての報告はありませんでした。従前からＩＣタグの導入は慎重にしてくださいと依頼していたのに、こんなに簡単に導入が決まってよいのか改めて疑問です。
事務局　：　交付金の申請までに１～２週間と短かかったために申請後での報
告となってしまいましたが、協議会においても「８館構想（たたき
台）」において説明しています。

会　長　：　他にご意見がないようでしたら、日程第６「箕面市知の拠点づくりアクションプラン（案）について」のご説明をお願いします。
事務局　：　　（資料：別紙６「箕面市知の拠点づくりアクションプラン」、「め

　　　　　ざす人件費の最終効果額」、「『箕面市図書館８館構想（たた

　　き台）』に係る４月１４日付け図書館協議会からの意見書に

　　対する考え方」に基づいて説明）

会　長　：　ご質問、ご意見をお願いします。
委　員　：　１ページの表は、経常収支比率の推移と考えたら良いのでしょうか。他にも様々な財源等があると解釈しても良いですか。と言うのは、平成２２年度第５回会議録においてイニシャルコストについての明確な回答がないようなので確認しました。
事務局　：　ご指摘の通り、経常収支比率を表したものです。
委　員　：　小野原西地区の図書館については、要望も取り入れていただいており評価いたします。ただ、常勤職員が常駐する図書館ですか。
事務局　：　はい、そうです。開館日は週６日であり、正規職員の出勤日数は

　　　　　週５日であるため、小野原西地区図書館の正規職員が休みの場合は、

　　　　　中央図書館からの応援となります。
委　員　：　このアクションプランはこまかなところでは、協議会の意見も取り入れられているが、基本的な図書館の考えや司書の専門性も重要だとしている割には職員数を大幅に切り下げている。このアクションプランを作った方々は、司書の専門性とは何だと考えていますか。
事務局　：　　図書館の職員は、土、日曜日の一番忙しい時に多く休んでおり、

　　　　　暇な時に多くの職員がいます。これを是正すれば相当な効率化とな

　　　　　るのではないかと考えました。現在、カウンターでも予約の本の処
　　　　  理に追われています。視察に行った図書館でもカウンターで貸出や

        　返却をしながら、話しかける利用者はほとんどいないことから、自

　　　　　動貸出機を導入することでその業務量を減らし、カウンター職員が

　　　　　相談等を受ける体制を作るべきだとのことでした。三鷹市立図書館

　　　　　では、カウンターから出て書架で利用者の相談を受けており、先進

　　　　　的な取り組みです。カウンターでの業務量が減ることで、選書につ

　　　　　いてもカタログを見るだけでなく、現物を読む時間ができ、選書の

　　　　　充実につながると思います。
委　員　：　本を読むような時間が本当に取れるでしょうか。本来は、カウンターには貸出と返却に忙殺されない人数の職員を配置することにより、カウンターで充分利用者の相談を受けることができます。カウンターでの一連の作業の中で、利用者と話して、それが選書に活かされており、カタログでの選書とは違います。様々なデータを参考に選書すると言っても、データが出た時には旬が過ぎていることもあります。図書館をどう考えているのか疑問に思います。
事務局　：　実際にカウンター業務を見ていると「ピッピ、はいどうぞ」「ピッ

ピ、はいどうぞ」という感じで、貸出に忙しいので、その中で利用

用者と話ができているのか疑問です。カウンターで貸出の利用者が

並んでいると、相談しにくいのではないですか。
委　員　：　三鷹市立図書館では、自動貸出機を１００％利用しているとのことでした。他市の図書館から借りた相互貸借の本にはＩＣタグを貼付できないため、自動貸出機で貸出はできません。三鷹市立図書館では、相互貸借はしていないと言うことですか。
事務局　：　相互貸借本を除いて１００％と言うことです。
委　員　：　三鷹市立図書館では、ＩＣタグ導入で職員は何人減りましたか。
事務局　：　５０人が４６人に減りました。
事務局　：　三鷹市立図書館では、ＩＣゲートに見張りの人をつける等、非効

率なこともしています。
委　員　：　効率的運営をされている三鷹市立図書館でもゲートに人がついているということは、それが必要だということですね。
事務局　：　三鷹市立図書館の場合、ゲートがカウンターから遠いため、つけ

ざるを得ないのだと思います。ただ、以前より警報が鳴る回数も減

ってきているとのことでしたので、今後、更に人員削減をされるで

しょう。
委　員　：　お話を聞いていると良い面だけ見ていて、マイナス面を見ておられないようです。例えば、返却に関しては、利用者が自動返却機に入れた資料について、もう１回職員が確認して返却処理をしないといけないのではないですか。
事務局　：　それをパートタイムスタッフに担当してもらいます。
委　員　：　アクションプランによるパートタイムスタッフでは、少な過ぎるのではないですか。納得がいきません。
委　員　：　ＩＣゲートに関しては、高槻市立中央図書館を視察しましたが、ＩＣゲートからカウンターが近いにも関わらず、職員がついていました。予約棚で困っている方がいれば、そちらへも行っていたり、人が減るということは、なかったように思います。カウンターに人がいないということはあり得ないというお話でした。

事務局　：　三鷹市立図書館では、職員が利用者を自動貸出機に誘導すること

　　　　　で１００％の利用となっています。
委　員　：　それは、効率化を図っているだけで市民に向いているものではないですね。市民へのサービスが低下してもしかたがないという発想ですね。
事務局　：　サービス低下だとは、考えていません。自動貸出機によって職員

　　　　　に書名を見られなくて済むということがあります。三鷹市立図書館

　　　　　でのアンケート結果からもこのことが一番良かったということでし

　　　　　た。職員に書名を見られて嫌な思いをすることがなくなります。
委　員　：　と言うことは、職員に本の場所を聞くなどあり得ないですね。自分が何を知りたいのか職員に知られてしまう訳ですから。
事務局　：　行政改革の流れの中でコストの削減は必要です。市の様々な部署で効率化が図られています。図書館でもこの間、効率化をされていますが、図書館の本来業務の部分でも効率化を図れないかということです。その中でも箕面市が大切にしてきたことや読書相談等に関しては今まで通りです。今回、見直ししようとしているのは、本の貸し借り等に関して効率化をしようということです。ここまで人員の削減をしても今までのサービスができるはずです。来年度から委託をするということではなく、直営でしかも年度を追って実施するものです。年を追って協議会の委員の方々にも検証をしていただきながら進めるものです。機械でもできることは機械にしてもらうという発想です。その点をご理解いただきたいと思います。

委　員　：　新しい図書館サービスということで、新しい図書館を作ることと

蔵書数を増やすことと司書を多くしてレファレンスを充実させること、この３点を図書館サービスとして理解されているように思います。利用者にとっては、カウンターの職員が司書であるかどうかは関係ない。カウンターで会話をしながら職員から様々な情報を得ることができます。三鷹市立図書館は、１００％利用ということですが、カウンターで返却・貸出をしたい利用者もいらっしゃると思うので、そういう面を大事にしていただくのも市民サービスだと思います。また、中央図書館２階の資料調査室のカウンターを無人にするということですが、図書館は誰でも利用できる施設です。子どもも一人で利用できます。各館でもけんか騒ぎや置き引き等、発生しているようです。提示された人員体制を見るとカウンターに常時職員がいるのは不可能です。そのような施設で、カウンターに職員がいず、職員から死角を作るということは、とても不安です。子どもだけでも利用できる施設を減らさないで欲しいです。このような過激な人員削減には疑問を感じます。
委　員　：　先程の部長の発言の中で、検証しながらアクションプランを進め、人員削減もそれに伴って減らすということを答弁していました。ということは、機械化と同時に職員を減らすということではないということですか。
事務局　：　そうです。
委　員　：　少なくとも利用者が慣れてくるまでは、カウンターに職員がいないということがないように、現状を見ながら適宜職員を減らすという解釈であり、職員を減らすことが前提でないと理解して良いのですか。
事務局　：　職員を減らせると思っています。利用者にも自動貸出機の利用をお願いして職員を減らす予定ですが、いつまでもカウンターに利用者がこられるようではカウンターの人員を減らすことは出来ません。
委　員　：　先程、一緒に検証してくださいと答弁されていました。推移がどうなるかということをお互いが確かめながら、話合って合意を見い出しながら進めようという理解で良いですか。
事務局　：　その通りです。

委　員　：　そういうことなら、問題ないと思います。

委　員　：　検証というのは、どのような方法で、どのような指標を用いてするのですか。
事務局　：　検証は「アクションプラン」にあるような状況になるかどうかだと考えています。
委　員　：　アクションプランの方策が実効を持たない限り無理となりますね。
事務局　：　サービスを低下させてまで人員削減は考えておりません。図書館サービスを向上させコストを下げます。
委　員　：　本来、利用者は謙虚です。機械を使うことが苦手な利用者は、図書館にも行かなくなります。その辺の声をどのように聞かれるのでしょうか。来館されている利用者へのアンケートでは、不十分です。利用が増えるかもしれませんが、来館されなくなる利用者もいるということも知っておいて欲しい。今までの利用者には、もちろんのこと、新しい利用者を開拓するのも図書館の仕事です。利用しなくなる方がいても、新しい利用者がいたら良いと、考えている訳ではないですよね。
事務局　：　先程から一階専任参事がご説明しております通り、確かに高槻市

立中央図書館では、カウンター利用もあります。しかし、三鷹市立図書館では、導入当初から機械が苦手なお年寄りにも利用方法を教えることによって、ほぼ１ヵ月で自動貸出機の利用が１００％となりました。しかも、貸出も３５％増えた。「８館構想（たたき台）」では、不安な面もあったが、様々な先進図書館を知るにつれ、今回の「アクションプラン」における人員体制について、そんなに無理な数ではないと確信しています。自動貸出機の利用をしっかり定着させて予約棚も活用すれば、職員が書架に出る余裕ができ、利用者と会話ができるようになる。「アクションプラン」の計画通り進めば、人員削減ができるはずです。市では、委託をすることで職員を削減する方法が取られています。しかし、図書館は直営でコストを削減する方法ということですから、職員が全員いなくなるということではありません。何が何でも、職員を減らすとは思っておりません。みんなで努力することで「アクションプラン」の姿に近づけたいと考えています。
委　員　：　先程からの委員さんの質問は、「アクションプラン」通りであれば、ある時点からカウンターに職員がいなくなることがあるのではないかと危惧されているのだと思います。この「アクションプラン」の人員削減計画が同時進行なのか検証しながらであるのか、検証した結果、この人員削減計画が変更されることもあるのか。部長の立場では、努力しますとしか言いようがないのかも知れませんが。図書館のカウンターには、司書がいなければならないのか、その責務は何なのか聞きたいと思います。

事務局　：　三鷹市立図書館に視察に行きましたが、「カウンターレス」を目標に掲げて自動貸出機等を導入されています。ただ、カウンターレスでも市民サービスの低下ということではない。カウンター業務を減らし、市民サービスを増やしたいという発想です。カウンターに職員がいないから相談できないということではなく、フロアーマネージャーというような、本市でも職員がバッジをつけていますが、いつでも相談してくださいとフロアを歩くとか、そういうことです。カウンターに職員がいるとかいないとかということではありません。

委　員　：　先程、自動貸出機の方がプライバシーという観点からは良いと説明されていました。それならば書架を歩いている職員に直接聞くのはどうなのかという意見もでました。カウンターのほうが限られた人と対応ができ、良いという意見も出てきます。これら先程からの質問にまともに答えていないということになりませんか。
　　　　　　カウンターにいることも初期には必要ではないですか、という意見に対して、それを目標ではこうなので、変えられませんとなると、意見の違いがあることになります。それであるならば、共通認識を持てるように議論をするべきです。
　　　　　　ＴＰＯに応じた使い方があるという意見でしたが、それについて何か意見はありますか。
事務局　：　「絶対こうでなければならない」とは、思っていません。今までは土曜日曜の忙しい時は、カウンターに３～４人配置としていました。混まないときは、図書館のカウンターにドーンと座って暇そうにしているという映りもありました。一般の人には図書館はそのように映っていました。自動貸出機を置くようになると、今までのようにカウンターに座って待っているのではなく、カウンター周辺にいて利用者対応するように変わっていくべきです。カウンターに人がいないから図書館サービスが低下するということではないはずです。やりながら利用者にとって、どのようなやり方が、一番親切か考えていきます。カウンターに今までいた人数が減ったからとか、カウンターに人がいない時があるから、サービスが低下するという考えは、違うように思います。
委　員　：　職員には、カウンター以外にも様々な仕事があります。そういう中でフロアーマネージャーという目印を付けて書架をまわる時間が職員にありますか。
事務局　：　そのために、ただ職員を削減するだけでなく司書率を上げようとしています。
委　員　：　司書の専門性が大事と認識しておられるようですが、その専門性のためには研修が不可欠です。また、この体制下では、各館と中央図書館とのやりとりがとても重要となってきます。この「アクションプラン」では、研修の時間はおろか、各館との調整等の会議の時間も取っていないのではないですか。司書の皆さんはどう思っているのですか。
事務局　：　「アクションプラン」の業務表については、各館で検証しており、選書会議等にも出席できる体制を取っています。開館時間のすべてで、必ず1名はカウンターに専念できる体制をとっています。
委　員　：　研修にも参加できるようになっていますか。

事務局　：　少なくとも選書会議には、出席できる体制です。
委　員　：　それでは、このプランについて、職員は納得されているのですか。

事務局　：　まったく知らない所で作られたものではありません。ＩＣタグが入って、職員数が削減されたら、どのように業務を実施するか等、検討しています。
委　員　：　危機管理も含めて考えているのですか。
事務局　：　西南図書館では、閲覧室が無人になることはありません。パートスタッフもいます。返却本についてもパートスタッフがいて処理しますので、カウンター周辺に人はいます。
委　員　：　このプランについて、職員がこれでできると言うならば、良いのです。しかし、私の計算では、職員に余裕がなく利用者と話すことも市民と一緒に何かを作り上げるのも無理なのではないかと危惧しています。
副会長　：　三鷹市立図書館のことでは、良いことばかり書いてあります。高槻市立中央図書館の視察に行きましたが、返却本についても職員の作業が様々ありました。しかし、資料では、返却作業時間が０分になっています。また、三鷹市立図書館では、貸出も予約も増えたとありますが、もし箕面市もそうなれば、その作業量も増えるのではないですか。このプランでは、これらの時間増について何も検討されていないようです。前回の協議会でも、返却の作業は利用者が便利になったとしても職員の作業は変わらないということでした。また、借りた本の書名が職員に知られなくて良いということですが、公務員には守秘義務もあります。また、カウンターでの対応により職員と顔見知りになることで、そういう心配はほとんどなくなるのではないでしょうか。ただ、アルバイトやパート職員が増えて知らない職員ばかりになると不安かもしれません。もちろんアルバイトやパートにも守秘義務があると思いますが、常勤の職員にカウンターに常駐して欲しい。
事務局　：　私も公務員は信頼されていると思っていました。しかし、三鷹市
立図書館のアンケート結果では常連の利用者でも書名を知られない
ことが良いと思っている方が多かった。利用が増えたら作業量も増
えるのではないかというご意見ですが、もし増加すれば、検証を実施する中で、職員を減らすのではなく、増やすことも考えなければならないと思っています。
委　員　：　２階のカウンターに職員を置かないということですが、ＩＣタグが貼付されることで持ち出しは防ぐことができても、資料の破損等が増えるのではないかと危惧します。
事務局　：　現在でも職員がいることで全てを監視できている訳ではありません。利用状況を見ながら巡回等をするという対応を考えます。人員削減のために、２階の入り口は閉めて、１階からのみの出入りとすることで、２階のカウンターに必要だった職員数を減らすことができます。
委　員　：　このプランには、２階のカウンターは、ほとんど利用がありませんとあります。本当にそうなのでしょうか。
事務局　：　２階のフロアの利用はあっても、２階のカウンターで相談する利用者はほとんどありません。そのため２階の職員は、カウンターで違う仕事をしているのが現状です。消防法上も問題がないので２階のカウンターの職員配置はやめたいと考えています。
委　員　：　雑誌にも切り取りが多いためカウンターに引き上げているものがあります。持ち帰られていなくても、切り取りがあるものが結構あるのが実状です。第一段階でどれぐらい人員を削減しようと考えているのですか。三鷹市立図書館では、導入当初４名減らされたとのことですが、今後どのような目標をお持ちで、最終人数はどうなるのか教えてください。
事務局　：　三鷹市では目標はないと思います。平成２１年度導入ですので、

　　　　　これから削減されるのだと思います。先日、視察に行った西東京市

　　　　　立図書館でも、ＩＣタグ導入から間もないので、これから削減され

　　　　　るのだと思います。高槻市立図書館でもそうですが、現在のところ
人員削減には、つながっていないようです。
委　員　：　三鷹市立図書館が平成２１年度導入で、４名減ったということは、２年で４名の削減ということですね。
委　員　：　削減前職員数が箕面市より多いので、４名ということは、１割にも満たない職員数です。

事務局　：　三鷹市立図書館では、貸出も増えています。また、新館オープンのための準備室もあります。
委　員　：　貸出が増えたということですが、ＩＣタグ導入によるものだけではないと聞いています。貸出期間を短くしたり、インターネットで予約ができるようになる等の複数の要因が重なって増えたのではないですか。ＩＣタグに希望を持たれるとしんどいと思います。
事務局　：　まずは努力をしながら、ＩＣタグシステムの定着を見ながら、改革を図っていきます。

委　員　：　それで、人員削減は２カ年かけてするということですが、平成２４年に何人、平成２５年に何人とかいうのは決まっていますか。
事務局　：　決まっていません。第一段階、第二段階で半々ずつと考えていますが、職種もあるので具体的な人数は、決めていません。
委　員　：　司書の採用もあるということですね。検証をするにあたっては、人数の決定も含めて、協議会とも充分議論させていただけるのですか。

事務局　：　私たちにも人数の決定権は、ありません。検証については、一緒にさせていただきます。
委　員　：　司書の仕事をよく知りません。現状において司書としての業務に余力があるのであれば、減らしても問題はないのではないですか。
　　　　　私もよく図書館を利用しますが、相談はしたことがありません。カウンターから事務室の開いている扉の中を見ると、事務室で何をしているのだろうかと思っています。仕事はそんなにかつかつですか。
事務局　：　図書館では、様々な職種の職員が働いています。各職員の業務量
　　　　　を算出しましたが、常勤の司書については、業務量が多く余裕がないのが現状です。どこの館でも業務が常勤の司書に集中してしまいます。
委　員　：　業務を１日、１週間、１カ月、１年というような単位で答えることが必要です。季節によっても仕事量が違うので、今の答弁では、誤解されてしまうのではないですか。補足説明はいかがですか。
事務局　：　業務の多い少ないは時期的にも、個人の担当していることにもよります。司書、事務職だからと一概には言えません。
委　員　：　カウンターに司書がいないために相談ができないのではないかという意見はありましたか。全ての利用者が司書に相談する訳ではないと思います。私自身もあまりみかけません。
事務局　：　司書が利用者に相談を受けて本を探すというようなことは平均して１日３０件ぐらいです。それは、図書館や日によっても違います。
　　　　　我々がしているのは、対人サービスです。様々なコミュニケーションによって、より図書館が利用しやすくなっているのではないかと思います。職員数に関しては、忙しい時間帯や時期に合わせた人員数ではなく、日常業務を乗り切れるぐらいの配置がされているように思います。本日のように協議会が開催されている時には、事務室に職員はいません。カウンターと協議会に対応するだけでいっぱいです。
会　長　：　そもそもこのプランの前には「８館構想（たたき台）」というものがあり、これが見直されて「アクションプラン」として教育委員会が成案とされたということですね。このプランに沿って図書館運営を行っていくと教育委員会が考えたということでよろしいですね。
　　　　　　それならば、箕面市として図書館をどのように考えてどのように運営していくのかという点について明確にしてください。教育委員会として箕面の将来をどう考えていくのか。市民に図書館サービスをどのように提供したいと考えているのか。ご回答をお願いします。
事務局　：　図書館の蔵書を充実させるために資料費を増やします。今までは、

　　　　　経費削減で資料費も削減されてきました。本以外にも視聴覚資料も

　　　　　増やします。また、ＩＣタグの導入による余力を利用者とのコミュ

　　　　　ニケーションの充実に活用し、司書が司書としての専門性を発揮で

　　　　　きる。そのことで、現在の図書館の様々な取り組みを充実させます。

これらを市の財政難の中で取り組もうとするのですから、効率を図

り費用を捻出することが必要であり、その方法の一つがＩＣタグ導

入です。

会　長　：　それは具体的な方策であり、ビジョンではないですね。もう少し教育委員会としての幅広いビジョンをお願いします。箕面市として図書館のビジョンをどう考えているのですか。
事務局　：　それはアクションプランに書いてある通りです。今まで大切にしてきたことを大切にします。目指すものが変わるということではありません。質は変えません。運営方法や体制を変えることでコストを削減します。目指す方向は変わりませんが、様々に充実を図ります。

会　長　：　例えば、教育委員会では、学校教育なら学校教育の充実につとめなければならない。それと同じことが図書館にも当てはまります。図書館は、市の施設の中で、もっとも市民に身近な施設です。年間利用者は、２万人にもおよびます。図書館は、だれもが利用できます。先程からおっしゃっている充実が、子ども、高齢者、障害者なら具体的にどうなるのか。年齢、性別、国籍等に関わらず利用できる施設となるのか、回答してください。

事務局　：　コストを下げて、サービスを切り捨てようとは思っていません。むしろ今まで以上に充実します。
会　長　：　職員を１１名削減して、今までと同じサービスができますか。市民協働や子ども読書推進や障害者サービスにおいて同じことができるとは考えにくいです。１１名は削減し過ぎではないですか。このプランは、サービスの充実でなく人員削減のための経費削減プランではないですか。
事務局　：　職員は削減しますが、繁忙時間にはパートスタッフやアルバイトを配置しますので、サービスは低下しないという考え方です。

会　長　：　パートやアルバイトスタッフの勤務条件はどうなるのですか。
事務局　：　雇用条件は、６カ月更新ですが、それで終わりというのではなく、継続雇用もできます。職員の４分の３以上の時間働くパート・アルバイトスタッフについては、健康保険等の加入も必要になり、また、市の制度上１年間継続して働いた場合、１ヵ月の休止期間をおいて、改めて雇用するということになります。短時間勤務の場合は、６ヵ月更新で何年でも働くことができます。最長何年ということはありません。
会　長　：　パートやアルバイトスタッフは定着度も悪く、司書の専門性を深めることはできないのではないですか。

事務局　：　常勤職員でも１年目は何もわかりませんし、辞める職員もいますので、そのような指摘は当たらないと思います。常勤、任期付、臨時職員のそれぞれの待遇、賃金は違います。職員の待遇の話は本題ではないので、その議論はしたくありません。
会　長　：　それが重要なのです。
事務局　：　指定管理や委託によるコストダウンでなく、直営の中で、様々な職員の組み合わせによりコストを下げて運営したいという考えです。

会　長　：　いかにコストダウンを図れるかということを考えたプランという

ことですね。
委　員　：　直営堅持ということが箕面市の方針の大前提なのですね。そのこ
とを抜きに、常勤か、アルバイト・パートかばかりを問題にしては、
肝心な点が、かすんでしまうことになりませんか。
会　長　：　協議会としては、常勤司書を配置して欲しいという意見を出しま

した。
事務局　：　それは、そちらのご意見です。いろいろと組み合わせて直営を維持するという考えです。
会　長　：　直営を維持し、サービスの充実を図りながら人員を削減するということは、ほとんど困難ではないですか。
委　員　：　司書という資格を持っていても正職でないと、その職員の能力に差があるという前提ですか。
会　長　：　司書は経験によって育つものだからです。
委　員　：　パートやアルバイトでも経験豊富な人なら問題ないのではないで

すか。司書経験が長ければ良いのではないですか。
　　　　　
会　長　：　司書には、豊富な経験と箕面市の図書館における経験が必要です。
　　　　　と言うのは、箕面市民のニーズをしっかり把握している必要があるからです。

委　員　：　前回までの会議録の中にもありましたが、地域の図書館で特徴があるので、箕面市としてトータルで理解してはだめである、と発言されています。それでは、広域利用もできないのではないですか。その館の司書業務はその館の司書の価値観だけで決定されてしまうのですか。
会　長　：　一人一人のニーズを把握することで、それが蓄積されて地域のニーズとなります。そのニーズをその館の図書館サービスにどう活かしていくかということです。それを行うのが司書の仕事です。
委　員　：　それでは、配置転換はできないということですか。

会　長　：　誤解される部分もあるかもしれませんが、そうは言っていません。
委　員　：　所管部長は、市民ニーズを無視した図書館にはしたくないと言っているのに、人員削減すれば、そうなると、断定するのはおかしいのではないですか。司書個人のことを考えれば配置転換もありますし、常勤以外では他市で勤務されていた方が箕面市に来ることもあるのではないですか。それも全てダメだと言うのはおかしいと思います。新委員のためにも会長には言葉を選んで発言して欲しいです。
会　長　：　言葉が足らなかったことについては、申し訳ありませんでした。
　　　　　ただ、経験のない司書を雇用するのが良くないということではなく、
　　　　　経験を積むことと長い期間で雇用することが重要です。長く雇用することで司書としての力量が高まります。疑問に思っていることは

　　　　　安い時給でどれだけの方が継続勤務してもらえるかということです。

　　　　　常勤職員として採用されれば継続して働くことができます。職場においては、常勤職員に業務は集中します。職員配置をどうするかということは市が考えることですが、非常勤職員が増えればサービスの低下はやむを得ません。

委　員　：　このプランは固定されたものでなく、検証の結果によっては変更もあるということですから、問題ないのではないですか。

事務局　：　びっくりするぐらい利用が増えて、利用者が混乱する等の状況になれば、このプランを見直します。
委　員　：　個々の職員の持つ能力でなく、職員や非常勤やパート・アルバイト等の雇用形態によるモチベーションの違いが問題なのだと思います。利用者から見れば同じ職員ですが、個々の職員の待遇の違いが

　　　　　モチベーションにも影響し、結果、サービスが低下すると思います。

委　員　：　雇用形態の違いがモチベーションの違いであると断定するのは、おかしい。業務に見合った待遇なのですから問題ないのではないですか。これから公務員改革も進み、パート・アルバイトの職員でも仕事の成果によっては正規職員化されることもあるのではないですか。　　

委　員　：　パート・アルバイトは全体の仕事を見渡すことができないこともネックです。
委　員　：　ローテーションの組み方によって可能なのではないですか。直営堅持とされているのですから、運営方法の中で正規職員でなければならないとされるのは、いかがなものか。直営堅持とおっしゃってます。そのことの評価は棚上げにして、正職ばかりでないとだめであるとなるのですか。ステップが飛んでいます。また、先程の会長の質問の中で“箕面市”と“箕面市教育委員会”と、言葉の使い分けをされているのですか。ビジョンを示して欲しいとのことでしたが、先程の答弁では不十分なのですか。

会　長　：　“箕面市”としてのビジョンを示して欲しいということです。

委　員　：　それならば先程の答弁が、“箕面市教育委員会”としてのビジョンであり、それが“箕面市”のビジョンということだと思います。
委　員　：　大迫館長や江口館長の答弁で、職員の仕事量が多いということでした。その中で職員をこれだけ減らすということは、分析のときに見落とされた業務もあるのではないですか。

事務局　：　落ちているところとはどこですか。やりながらお互いに検証すると言っております。具体的に示していただかないと分かりません。このプランに根本的に間違いがあるのならともかく、このまま話を続けても水掛け論になりませんか。委託や統廃合など様々な選択枝がある中、直営でコストを下げる方法として、このプランがあります。どこかでサービスを下げて、コストを下げようと考えているのではなく、われわれが思っていることは、このプランに書いてある通りです。
委　員　：　おっしゃっていることに矛盾があります。今でも筒いっぱいではないですか。

事務局　：　内部で議論して、何とかこれでやっていこうと言うところまできました。

委　員　：　正規職員を７名も削減することに疑問があります。せっかく図書館に勤務して蓄積されたものがあるにも関わらず、異動することは無駄に思います。

事務局　：　箕面市では、司書職の採用を長年しておりません。その中で図書館には事務職員も配置されています。少数精鋭で運営し、司書１００％の職場を維持するために、将来的には司書の採用も必要だと思っています。司書が運営することで、よりクオリティの高い図書館を目指します。

委　員　：　資料購入費の倍増について、過去にそのような予算の時があったのかお聞きしたところ、新館建設時における予算と同規模とのお答えでした。こんなにコストダウンと言いながら、倍増までの資料費をつける必要があるのでしょうか。人気本の予約待ち時間の短縮とありますが、予約が終了した後の本がリサイクル本として送られてきますが、ものすごい数です。これこそ税金の無駄使いだと思っています。利用者も待つということも必要ですし、どうしても早く読みたい方は購入して読んでいただければ良いのではないですか。図書館で収集しなければならない資料は他にもいっぱいあります。できれば資料費倍増より、職員数が多い方が良いのではないですか。

事務局　：　資料費を倍増するために人を減らしたのではありません。また、必要なのに人を減らしているとも思っていません。資料費倍増をやめても効果額が増えるだけです。資料費も年々減っていますし、新館もオープンするので資料費を増やそうということです。予約をして７カ月も待つのは長いと思いますし、買いたい資料も買えていないということもあるようです。

委　員　：　初代図書館長から、利用者は汚れた資料だと借りないという話を
　　　　　何回も聞きました。物理的には耐えられるものでも、心理的に借り
たくない資料は買い換えるべきです。そのためには図書館の資料費

は必要なものです。今の委員の意見は、新刊書を購入するようなこ

とであれば、その予算でマンパワーを確保して欲しいというご意見

であると思います。
事務局　：　資料費は、効果的に執行します。

委　員　：　資料費が増えれば、それに付随する業務も増えます。現在、箕面市の図書館が評価されているのは、市民協働や学校図書館連携の部分が多いと思います。これらがもっともっと向上するためには、人的な余裕が必要なのだと思います。協働や連携が深まれば深まる程に、それらに関する業務も増えます。もし人員削減となれば、そういう部分の担い手もなく、結果としてサービスが向上しないということになります。大事にしてきたことを大事にしますと言っても、できる体制がないと意味がない。今まで箕面市がやってきた図書館行政を評価していますし、学校図書館に司書が全校配置されていることも評価されるべきことだと思っています。ただ、その学校図書館との連携に関しても影響が出てしまうのではないかと心配しています。そう考えると、これだけ大幅な人員削減に関しては疑問です。
事務局　：　先程からの答弁をご理解いただいていないようですが、図書館業務を分析して削減や予算増を行っています。機械化によって減らせるところは減らしますが、学校図書館との連携などは減らしません。検証もします。

委　員　：　検証されることも直営で運営されることも、とても評価しています。しかし、このプランのように数字で表してしまうことには、危険も多くあります。検証をしていくということなら、何故最終的な数値を出さないといけなかったのでしょうか。
事務局　：　それはそちらが要求されたことではなかったですか。これからの取り組みについては、こちらを信用していただくしかありません。最終的な目標の数値をあげているだけで、何が何でもこのプラン通りにするとは限りません。何回も言っておりますが検証をしながら進めるということです。
委　員　：　「アクションプラン」（案）については、協議会で承認が必要なのでしょうか。

会　長　：　８月２２日に臨時の教育委員会議があるとのことでしたが、そこで承認されて成案になるということでしょうか。

事務局　：　教育委員会としてはそういうふうに考えています。

会　長　：　協議会としてどのような結論を出せば良いですか。

事務局　：　少なくとも委員会において本日出たご意見を報告します。その時に協議会でご承認いただいたと報告できれば、それに越したことはありません。それらの報告を経て、教育委員が納得されれば、教育委員会議で可決していただくことになります。
会　長　：　協議会として結論を出した方が良いということでしょうか。

事務局　：　それは協議会の判断におまかせします。

委　員　：　協議会としての結論を出して欲しいということでしょうか。教育委員会議には、９月補正のことだけでなく、この「アクションプラン」についても出されるということですか。

事務局　：　はい、そうです。
会　長　：　協議会で承認されなくても、教育委員会議の結果で承認されるということですが、協議会で承認できなかったという結果が出たら、それはどのように反映されるのですか。協議会の意見は何にも影響しないということですね。

委　員　：　部長から説明がありましたが、経費削減はひとつのたたき台で、このプランの最終目標を実現していくためには、結果こうなりますというものです。一緒に検証する過程において、業務量が増えればこの計画どおり人員は減らないといっているのですから、承認しても良いのではないですか。
会　長　：　各委員の意見はいかがですか。結論を出すか出さないかということも含めてお聞きします。

委　員　：　各委員さんのお考えも出尽くしていないと思いますので、結論は出さない方が良いと思います。教育委員会議で報告はされるということですから、本日出された心配や反対意見をきちんと報告してください。また、その内容についても協議会に報告してください。そして、検証は必ず協議会と共に相談しながらしてください。
委　員　：　最近は、協議会への相談もないまま様々なことが決定されており、報告のみという案件がたくさんありますので、是非相談するということを徹底して欲しいです。例えば、次の案件である「証明書発行業務」についても協議会で何のために議論をしたのかと虚しく思いました。様々な事項の決定に関して、関わらせて欲しいです。

事務局　：　検証については、協議会委員の方々と進めることを約束します。図書館運営や方針に関して意見をいただくのが図書館協議会の役割ですから、図書館職員と共に検証をしていただきたいです。
委　員　：　本日は「アクションプラン」（案）について、結論を出さないという結論を出すということですね。それは、人員削減に関しては、検証作業を通じてしか判断ができないからですね。それらを含めて教育委員会議でどのような結論が出されたかについては、次回の協議会で報告をしていただく、それは案件の一つにしていただいても良いほどの重要なことだと思います。これを協議会の結論にしていただければと思います。

会　長　：　他にご意見がないようでしたら、本日の協議会で結論は出しません。検証の過程で充分に議論をしたいと思います。個人的には職員１１名の削減には反対です。くれぐれも急激に削減しないでください。この意見は教育委員会議で報告してください。
委　員　：　今回示されたプランの最終目標は、そうなって欲しいということであって、決定事項でないですね。そこは、はっきりして欲しい。この資料の取扱はどうなりますか。

事務局　：　私たちは目標達成に向かって努力しますが、検証も充分行います。

　　　　　資料は、もうオープンになっています。

会　長　：　それでは、日程第７「証明書発行業務について」説明をお願いします。

事務局　：　　（資料：別紙７に基づいて説明）

委　員　：　証明書の発行も本の貸出と同じカウンターで行われるということですね。順番についても本の貸出の利用者と平等ということですね。
事務局　：　中央図書館を例に取ると、ＡＶ受付横に証明書発行受付がありま

　　　　す。

委　員　：　証明書発行のための職員がカウンターにいるのですか。

事務局　：　証明書発行のための職員は配置しません。カウンター業務をしな

　　　　がら、証明書発行も受け付けるということです。

委　員　：　プライバシーに関わることが本の貸出と同列であることには、抵
抗があります。

事務局　：　カウンター業務をしながら、証明書業務をどこまでなじませるか

　　　　　ということが今後の課題です。

委　員　：　証明書発行業務については、「アクションプラン」にふれられてい
ません。何故ないのですか。

事務局　：　証明書発行業務の業務量が未確定であるために「アクションプラ

　　　　　ン」には盛り込まれておりません。証明書発行で行列ができる程と

　　　　　いうことになれば、目標の見直し等が必要です。外的要因を盛り込

　　　　　むとプラン自体が成立しないので、それらを排除したプランとなっ

ています。

事務局　：　証明書発行の件数は少ないと予想していますので、それのための人員配置は考えていません。

委　員　：　少ないと予想できるのに設備投資をしたことは無駄ですね。

事務局　：　複雑な事例については受付できないようにしています。ご本人と
同一世帯人の申し出に限り、５種類の証明に限って、家から近い図書館で土曜日でも日曜日でも証明書を受けていただくことができるようになります。難しいことはなく、簡単な事例のみ発行できるということなので、行列ができることはないと予想しています。

副会長　：　図書館ということで、本庁がお休みの土曜日と日曜日が平日より
も多いと予想できます。この業務には、正規職員かアルバイトかに
関わらず全ての職員が発行しますか。
事務局　：　アルバイト職員は従事しません。

委　員　：　この件に関しては、協議会に諮問された訳ではありませんが、心配なこともあり、経過も含めて様子を見せていただきます。

事務局　：　窓口課のベテラン職員を中央図書館に配置し、万全の準備と体制

　　　　　で臨みますので、心配されるようなことはないと推測しています。

委　員　：　西南図書館は貸館業務もありますが、貸館対応の窓口にはシルバー人材センターから派遣された方がおり、お金の受け渡し時には職員が対応しています。シルバーの方は、お金の授受はされません。
　　　　　そのような状況の中で、さらに証明書発行業務も増えるとなると大変だと思います。

委　員　：　証明書発行業務の見直しはありますか。

事務局　：　予想以上の利用があれば「アクションプラン」における人員削減を減らすということはあります。

委　員　：　逆に少なければ、無駄な税金を使ったという反省も必要なのではないですか。また、このことは図書館サービスの向上にはまったくなっていません。市のサービスが向上しただけです。

会　長　：　それでは、日程第８「その他」について何かありますか。
事務局　：　次回の協議会の日程ですが、教育委員会議の結果や教育委員からの意見や証明書発行業務の状況についての報告をしたいので、１０月に開催する予定です。

委　員　：　この協議会は、中央図書館長の諮問機関でありながら、江口館長中心でないですね。

委　員　：　図書館の運営にあたり知らないことがないように部長以下、列席されていると解釈すれば良いのではないですか。諮問は中央図書館長ですが。

委　員　：　図書館のことに関して責任を持ってあたられるということで質問いたしてよろしいのですね。

会　長　：　「箕面市子ども読書活動推進計画」についての進捗状況をお願いします。

事務局　：　「箕面市子ども読書活動推進第２次計画」は、去年度に策定は終了しており、パブリックコメントの段階です。「箕面市子ども読書活動推進計画第１次計画」においての実施項目は継続しております。
会　長　：　以前の協議会の案件として出されてから随分と経過しているので次回の協議会で状況を説明してください。

　それでは、次回の協議会は、１０月２６日（水曜日）午後２時３０分からとします。
《追記》　他市に在住の委員からの「箕面市民ではないが、いろいろと発言する」趣旨の発言を受けて

委　員　：　箕面市の市民参加条例では、市民という定義は箕面市に住んでいる人のみを表すのではなく、箕面市に関わるすべての人を市民と位置づけており、本市以外に住まわれていても、こうして箕面市の図書館に関わっていただいている人は、私たちと同様に市民です。遠慮なく発言してください。
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